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そ
の
他
の
議
案

▽
邑
楽
館
林
医
療
事
務
組
合
規

約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ

い
て
＝
経
営
形
態
の
見
直
し
等

を
含
め
た
経
営
の
効
率
化
を
図

る
こ
と
か
ら
、
邑
楽
館
林
医
療

事
務
組
合
の
病
院
事
業
に
地
方

公
営
企
業
法
の
規
定
の
全
部
を

適
用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
ま
ず
、

組
織
の
名
称
を
「
邑
楽
館
林
医

療
事
務
組
合
」
か
ら
「
邑
楽
館

林
医
療
企
業
団
」
に
変
更
す
る

こ
と
、
次
に
、
地
方
公
営
企
業

法
の
全
部
適
用
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
の
財
務
に
関
す
る
規
定
に

加
え
、
組
織
及
び
職
員
の
身
分

の
取
り
扱
い
に
関
す
る
規
定
等

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
組
合
の
執
行
機
関
と

し
て
管
理
者
及
び
副
管
理
者
を

置
い
て
い
た
が
、
新
た
に
、
構

成
市
町
の
長
が
共
同
し
て
任
命

す
る
「
企
業
長
」
を
置
き
、
そ

の
任
期
を
４
年
と
す
る
ほ
か
、

企
業
団
経
営
の
基
本
方
針
、
そ

の
他
重
要
な
事
項
を
協
議
す
る

「
開
設
者
協
議
会
」
を
新
た
に

設
置
す
る
こ
と
な
ど
、
所
要
の

改
正
を
行
う
た
め
、
地
方
自
治

法
第
２
８
６
条
の
規
定
に
よ
り
、

関
係
市
町
が
同
組
合
規
約
を
変

更
す
る
協
議
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
、
同
法
第
２
９
０
条
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し
議
決

を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
斎
場
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
＝
館
林
市
斎
場

の
現
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間

が
令
和
４
年
３
月
31
日
を
も
っ

て
終
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
改

め
て
同
斎
場
の
指
定
管
理
者
を

指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

指
定
に
当
た
り
、
館
林
市
斎
場

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
審

査
を
踏
ま
え
、
同
斎
場
の
管
理

運
営
に
関
し
て
経
験
と
実
績
の

あ
る
「
た
て
ば
や
し
斎
苑
管
理

グ
ル
ー
プ
」
を
候
補
者
と
し
て

選
定
し
、
こ
の
選
定
結
果
に
基

づ
き
、
同
グ
ル
ー
プ
を
引
き
続

き
、
同
斎
場
の
指
定
管
理
者
と

し
て
指
定
し
た
い
と
し
て
、
地

方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
２
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し
議

決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

て
選
定
し
、
こ
の
選
定
結
果
に

基
づ
き
、
同
社
会
福
祉
法
人
を

引
き
続
き
、
同
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
と
し
て
指
定
し
た
い

と
し
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４

４
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
に
対
し
議
決
を
求
め
ら
れ
た

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

議
会
に
対
し
議
決
を
求
め
ら
れ

た
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算

▽
令
和
３
年
度
館
林
市
一
般　

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
＝

国
県
支
出
金
の
内
示
、
寄
附
金

の
受
入
れ
に
伴
う
予
算
化
、
人

事
異
動
な
ど
に
伴
う
職
員
給
与

の
組
替
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
へ
対
応
す
る
た
め

の
事
業
費
の
追
加
及
び
当
面
予

算
措
置
を
要
す
る
費
用
な
ど
、

12
億
８
４
０
５
万
９
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
３
１
５
億
６

８
５
２
万
１
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

公立館林厚生病院

館林市総合福祉センター

館林市斎場

▽
館
林
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

＝
館
林
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
現
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間

が
令
和
４
年
３
月
31
日
を
も
っ

て
終
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
改

め
て
同
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理

者
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
指
定
に
当
た
り
、
館
林
市

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理

者
選
定
委
員
会
の
審
査
を
踏
ま

え
、
同
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営

に
関
し
て
経
験
と
実
績
の
あ
る

「
社
会
福
祉
法
人
館
林
市
社
会

福
祉
協
議
会
」
を
候
補
者
と
し

▽
市
道
８
５
０
３
号
線
の
路
線

認
定
に
つ
い
て
＝
民
間
業
者
の

宅
地
造
成
に
伴
い
、
新
設
さ
れ

た
道
路
（
大
街
道
二
丁
目
８
９

９
番
１
地
先
を
起
点
と
し
、
同

８
９
９
番
９
地
先
を
終
点
と
す

る
延
長
１
０
７
・
１
ｍ
、
幅
員

６
・
０
ｍ
か
ら
13
・
０
ｍ
）
を

新
た
に
市
道
８
５
０
３
号
線
と

し
て
路
線
認
定
す
る
た
め
、
道

路
法
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、

▽
令
和
３
年
度
館
林
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
＝
人
事
異
動
な
ど

に
伴
う
職
員
給
与
の
組
替
え
に

よ
り
、
６
０
２
万
５
０
０
０
円

を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の


